
～まずはお電話ください～

犯罪被害者等の支援を専門とする相談員

が、様々な不安や問題などの相談に対応し、

必要な情報を提供します。相談は無料です。

 まずは、電話でご相談ください。その後、

状況や要望に応じて、面接相談や各種支援を

行います。

犯罪被害者等支援総合相談窓口 

浜松市くらしのセンター 

受付 

時間 

午前 9時から午後 4時 30 分 

月曜日から金曜日 

※祝祭日、年末年始除く 

☎ 053-457-2635 

ホーム

ページ

https://www.city.hamamatsu 

.shizuoka.jp/kurashi/ 

hanzaihigaisya.html 

このリーフレットに関する問合せ先

浜松市市民部市民生活課くらしのセンター

浜松市中央区海老塚町 51-1 
☎ 053-457-2635 

浜松市の犯罪被害者等支援のご案内 

令和６年１月

もし、犯罪被害に 

あってしまったら・・・

犯罪被害にあうと、直接的な被害のほ

か、精神的な被害、捜査や裁判、治療に伴

う時間的・経済的負担など、さまざまな問

題を抱え、普段通りの日常生活を送ること

が難しくなってしまうことがあります。 

 このリーフレットは、犯罪被害にあわれ

た方が、必要な支援を受けられるよう、浜

松市の相談窓口や支援事業をご案内する

ものです。 

ひとりで悩まないで、 

まずはご相談ください 

浜松市は犯罪被害にあわれた方とその家

族・ご遺族の方への支援の取組を、社会全

体でより一層進めていくため、令和 4年 4

月に「浜松市犯罪被害者等支援条例」を制

定しました。 

 犯罪等により受けた被害を回復又は軽減

し、安心して暮らすことができるよう、関

係機関等と連携し、さまざまな支援を実施

しています。 

浜松市の取組 



●遺族見舞金 60万円 

 犯罪行為により死亡した方のご遺族に対し

て支給いたします。

 ※遺族の範囲には内縁関係、パートナーシ

ップの関係にあった方を含みます。

●重傷病見舞金 20万円 

 犯罪行為により重傷病（療養 1月以上かつ、
入院 3日以上を要した負傷又は疾病。精神
疾患は 3日以上労務に服することができな
いもの）を負った方に対して支給いたしま

す。

 重傷病見舞金を受領した方が死亡した場

合、遺族見舞金を支給いたします（差額 40
万円を支給）。

●性犯罪被害見舞金 10万円 

 性犯罪を受けた方に対して支給いたしま

す。

 性犯罪により重傷病を負った場合、重傷病

見舞金を支給いたします（差額 10万円を支
給）。

●転居費用助成金 (上限)20万円 

 犯罪行為が行われたときに居住していた住

居から転居する費用について助成いたしま

す。

(1) 家財等の運送及び荷造り等のサービス
に係る費用

(2) 敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料、
保証料、家賃その他の新たな住居に入居

する際に要した初期費用

●避難施設利用助成金 

１人１泊あたり上限7,000円 最大3泊まで 

緊急に避難する必要があると認められる 

 場合に助成いたします。 

条例が制定された「令和 4年 4月 1日以降」
に犯罪被害を受けたものが対象です。

（原則、犯罪が行われた日から起算して 1年
を経過すると申請できません。）

 いずれも犯罪発生時に、犯罪被害者の方・

ご遺族の方が浜松市民であることが条件で

す。親族間の犯罪は対象外です。

・日本国内外で行われた生命又は身体を害す

る行為（いわゆる生命・身体犯）

・性犯罪（不同意性交罪、監護者性交罪 ※

未遂を含む）

・交通事故による被害は危険運転致死傷罪に

よるもののみ対象となります。

・その他条件がありますので、詳細はお問合

せください。

●無料法律相談 

◆浜松市くらしのセンター無料弁護士相談

毎週金曜日（電話で要予約）

午後 1時 30分から午後 4時 25分
☎ 053-457-2025 

◆静岡県弁護士会浜松支部無料電話相談

 お住まいの区によって相談のできる曜日が

異なります。※区再編前の区名

火曜日 中区、北区

水曜日 東区、浜北区、天竜区

木曜日 南区、西区

 午後 1時 30分から午後 3時 30分
 ☎ 053-401-3335 

●その他相談窓口 

◆浜松市精神保健福祉センター

浜松市中央区中央一丁目 12-1 
静岡県浜松総合庁舎 4階
☎ 053-457-2709 
月曜日から金曜日（祝日除く）

午前 8時 30分から午後 5時 15分

◆認定 NPO法人
静岡犯罪被害者支援センター

 静岡市葵区両替町 1-4-15芙蓉ビル 4階
 ☎ 054-651-1011 
月曜日から金曜日（祝日除く）

午前 10時から午後 4時

◆静岡県性暴力被害者支援センターSORA 
☎ 054-255-8710 
24時間 365日相談対応

見舞金・助成金の対象となる犯罪被害

見舞金の支給について 助成金の支給について 法律相談等の窓口について 


